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広報るもい　2017（平成 29）年 ■９月号 23

　市では、留萌市自治基本条例に基づき、「市民が主役のマチづくり
（市民自治）」を推進しています。

みんなで進める
マチづくり

市・政策調整課　　４２‐１８０９問

広報るもい　2017（平成 29）年 ■９月号

留萌市自治基本条例

市
民
自
治
の
促
進

　
「
留
萌
市
自
治
基
本
条
例
」
は
、「
市
民
」

「
議
会
」「
市
」
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
と
責
務

を
持
ち
、
自
ら
の
意
思
と
行
動
で
マ
チ
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
、
平
成
18
年
12
月
に

議
会
で
議
決
さ
れ
、
19
年
４
月
１
日
に
施

行
さ
れ
ま
し
た
。
留
萌
市
自
治
基
本
条
例

で
は
、
市
民
に
よ
る
自
治
を
理
想
と
し
て

掲
げ
る「
自
治
の
理
念
」や
基
本
原
則「
情

報
共
有
・
市
民
参
加
・
協
働
」
な
ど
を
定

め
て
い
ま
す
。

　

条
例
が
掲
げ
る
「
市
民
が
主
役
の
マ
チ

づ
く
り
（
市
民
自
治
）」
を
進
め
る
た
め

に
は
、市
民
の
自
治
参
加
が
不
可
欠
で
す
。

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
「
市
民
の
権
利
と

責
務
」
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と

と
も
に
、
積
極
的
に
マ
チ
づ
く
り
に
参
加

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

◇

　

今
後
は
、
さ
ら
に
市
民
自
治
が
活
発
に

な
り
、「
市
民
が
自
治
に
参
加
す
る
」
か

ら
「
市
民
が
進
め
る
自
治
を
行
政
機
関
が

補
う
」
へ
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。「
市
民
」「
議
会
」「
市
」
が
そ

れ
ぞ
れ
が
連
携
し
て
考
え
、
協
力
し
合
い

な
が
ら
、
み
ん
な
で
よ
り
良
い
マ
チ
づ
く

り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

【 市民の権利 】 
①
②
③
【 市民の責務 】 
①

②

③

市が保有する情報を知る権利
自治に参加する権利
市の行政サービスを受ける権利
 
主権者として、互いに尊重し、自治に参加
すること
参加するときに、自らの発言と行動に責任
を持つこと
行政運営と行政サービスに伴う負担を受け
持つこと

【 コミュニティ（地域共同体） 】 
①

②

市民は、自治の担い手としてコミュニティ
の役割と責務を認識し、コミュニティを守
り育てるよう努めること
市は、コミュニティの自主性と自立性を尊
重すること

【 議会の役割・責務 】 
①

②

③

議決機関として、政策を総合的な視点で審
議し、意思決定すること
常に市が市民本位で効率的な市政運営を
行っているかを調査し、自らも政策立案な
どを行い、市民の意思を反映すること
議会活動について市民に分かりやすく説明
し、市民・市と連携し、協働により自治の
発展と市民の福祉の向上に努めること

【 議員の責務 】 
①

②

市民の信託に応え、自己の能力の向上に努
め、誠実に職務に取り組むこと
公職選挙法などの法令や「留萌市自治基本
条例」の基本原則を守り、政治責任を果た
すこと

【 市の責務 】 
①

②

③

④

公正で誠実に仕事を進め、内容や進め方を
常に見直し、最少の経費で最大の効果を上
げるよう努めること
市民への説明責任を果たし、透明な自治に
努めること
常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応する
こと
職員が自ら能力の向上ができるように、
その機会をつくるよう努めること

【 市長の責務、政治倫理 】 
①

【 職員の責務 】 
①

②

市政の代表者として、市民の信託に応え、
公正で誠実に職務に取り組み、政治倫理を
守り、自治の理念の実現に努めること

市民の立場に立ち、全力で職務に取り組む
こと
自治の課題に適切に対応するため、常に自
己の能力の向上に努めること

基本原則

【 留萌市自治基本条例の特徴 】
◎
◎
◎
◎
◎

市民による自治を理想とした「自治の理念」を定めています。
自治の担い手として「市民」「議会」「市」それぞれの役割と責務を定めています。
基本原則「情報共有・市民参加・協働」を定めています。
市が仕事を進めるための「都市経営の考え方」を定めています。
世の中の変化に敏感に対応するため、条例が正しく実施されているかを定期的に確認し、条例を
見直すことができるように定めています。

「市民」「議会」「市」それぞ
れが自治に関する情報を互い
に提供し合いながら、共有し
ます。

市民が積極的に、市の仕事の
企画立案や実施、評価などに
関わり、意見や考えを明らか
にして行動を起こします。

「市民」「議会」「市」それぞ
れが役割と責任を分担し、互
いに対等な立場で連携し、協
力して自治を進めます。

情報共有 市民参加 協　　働

特 集

留萌市自治基本条例の全文は、市ホームページ（http://
www.e-rumoi.jp/）でご覧いただけます。

◆議会の役割

◆市民の役割
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